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１．福祉システム委員会  活動報告 
２．介護保険制度改正への取組み 
３．介護事業者連携への取組み 
４．後期高齢者医療制度への取組み 
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６．子ども子育て支援法施行への取組み 
７．国保の都道府県化への取組み 
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①厚生労働省、内閣府、内閣官房等へのロビー活動 
②各WGの活動を円滑に遂行するための各種支援 
③厚生労働省・国保中央会と以下の検討委員会を共同で設置 
  ・「介護保険システム検討委員会」へ委員派遣 
  ・「障害者総合支援システム検討委員会」へ委員派遣 
  ・「国保保険者標準事務処理システム検討会」へオブザーバ派遣 
④当委員会を代表して以下の専門委員会に参画 
  ・「介護のシゴト魅力向上懇談会」へ委員派遣 
  ・「居宅サービス事業所における業務効率化促進モデル事業」へ委員派遣 
  ・「介護分野における生産性向上に関する調査研究事業」へ委員派遣 
  ・福祉医療機構の「WAMNET事業推進専門委員会」へ委員派遣 

①番号制度対応における市町村システムへの影響内容の検討を実施 
②平成３０年介護保険制度改正に対する市町村の運用、システムへの影響範 
  囲を精査し、厚生労働省、国保中央会へ提言活動 

①介護事業所での業務上の文書について、効率化・生産性の向上という観点 
   で見直しが図られるため、介護事業者連携の電子化の推進を支援 
②多職種連携ＷＧでの老人保健健康増進等事業における「在宅医療と介護の 
  連携のための研究事業との連携による 文書「在宅医療と介護間の情報連携 
  におけるデータ項目仕様書」の介護事業書間のケースを拡大推進。 

福祉システム委員会 
（金本委員長） 
（副委員長：   
今井・丸山・田中） 

介護保険事務処理WG 
（坂崎WGリーダ） 

介護事業者連携WG 
（鴻谷WGリーダ） 

１．福祉システム委員会  活動報告（平成２８年度事業計画実績） 
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①平成２８年度施行の子ども子育て支援法の動向調査 
②内閣府へのシステム的な見地からの提言活動 

子ども子育て支援WG 
（河野WGリーダ） 

①平成３０年４月に予定されている障害者総合支援法の見直し改正について  
  厚生労働省、国保中央会へ提言活動 
②番号制度に関し、各種インタフェース仕様や今後の対応について情報収集・発 
  信など 

障害者総合支援法WG 
（細谷WGリーダ） 

１．福祉システム委員会  活動報告（平成２８年度事業計画実績） 

後期高齢者WG 
（岩田WGリーダ） 

①番号制度対応に関する活動 
 情報連携開始（平成２９年７月）に向けた対応など 
②その他法改に関する活動 
 元被扶養者の軽減特例措置の縮小・廃止に関する高確法改正、株式等の譲 
 渡所得等の分離課税制度の変更などの対応、情報収集・発信など 

①システム検討会における検討や提言活動 
 「国保保険者標準事務処理システム検討会」におけるオブザーバー参画 
 JAHISのHP（ダウンロードサイト）を活用した、メンバーへの情報共有 

国保都道府県化WG 
（大村WGリーダ） 
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 副本登録・情報照会における中間サーバ接続仕様等について厚生労働省との議論を実施 
 特に介護広域保険者にける扱いにおいては、JAHISにて接続、連携イメージ図を作成し、厚生
労働省に提示（事務連絡の補足資料として発信） 

 平成28年12月から計画されている国保連合会システムとの個人番号連携試験について、国保
中央会との議論、事務連絡等の確認を実施 

 所得指標の見直し（保険料賦課）に関する、平成29年度からの前倒し実施に向け、厚生労
働省に対する制度の内容および詳細仕様の確認を実施 
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番号制度対応に向けた各種情報連携に関する厚労省、国保中央会との議論、確認を実施 

平成28年度主な活動内容 

２．介護保険制度改正・番号制度対応への取組み 

番号制度および介護保険制度の見直しを受けた活動を実施 

所得指標の見直し（保険料賦課）に関する厚労省への確認を実施 
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平成29年度主な活動内容目標 

２．介護保険制度改正への取組み 

介護保険制度見直しを受け活動を実施 

6 

平成30年4月介護保険制度改正等に関する厚労省、国保中央会と各種議論、提言を実施 

 所得指標の見直し（高額サービス費、各種利用者負担減免） 
 高額介護サービス費における上限額および高額医療合算における所得要件の見直し 
 負担割合の見直し（３割負担） 
 認定有効期間の見直し 
 過誤申立て区分の細分化（新サービス追加に伴う区分コードの追加） 
 介護療養の見直し（新サービス類型を追加） 
 住所地特例対象施設の見直し（障害福祉施設、救護施設、のぞみの園から介護保険施設に
入所する場合の保険者の決め方を改正） 

≪主な議論案件≫ 
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厚生労働省  

JAHIS 代表  

・平成30年度制度改正の概要説明 
・当会議で決定した内容を全国へ情報展開 
 （事務連絡で発出） 
・全体統括マネジメント作業 

制度改正の概要説明・全体統括 

マネジメント 

支援 

・サービスコード担当 
・事務処理コンサルタント担当 
・市町村システム担当 
・都道府県システム担当 
・事業所システム担当 
         合計10名選出 

各システムの標準化の支援 

 主催者：国保中央会 

国保中央会  

・全国の国保連合会支援 
・審査支払等システム 
・報酬マスタ関連 
・伝送ソフト  等 

国保連合会システム担当 

介護保険システム検討委員会 

２．介護保険制度改正・番号制度対応への取組み 
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平成2９年度（201７年） 平成３０年度（201８年） 平成３１年度（20１９年） 

4 10 4 10 4 10 

主
な
イ
ベ
ン
ト 

国 

 
 
 
 
 
 
 

市町村 

 
 
 
 
 
 
 

JAHIS活動 

 
 
 
 
 

介護保険制度改正および番号制度対応スケジュール（JAHIS想定案） 

☆番号連携開始 
（地方公共団体） 

２．介護保険制度改正・番号制度対応への取組み 

☆介護保険平成30年度改正 
 （第7期事業計画） 

平成30年度施行分に関する検討参画 

☆所得指標の見直し 
 （給付関連） 

☆所得指標の見直し 
 （保険料関連）※前倒し実施 

☆高額、高額合算に関する 
 上限額等の見直し 

番号制度 
副本登録 

情報連携（他情報保有機関への情報照会・国保連合会との番号連携） 

H29.8高額ｻｰﾋﾞｽ費 
見直し準備 

第7期事業計画への 
対応準備 

システム検討委員会 

H29.8の高額サービス費に関する改正以降、
H30.4の改正に向けた国保中央会システム、
市町村システムの改修作業が発生。 
JAHISとしては、システム検討委員会への参画
を初め、適宜、制度およびシステム仕様の検討
に関り、対応を進める。 
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３．介護事業者連携への取組み 

今後の活動指針について（１／２） 

 
 厚生労働省の「介護サービスの生産性向上等を図るため、ＩＣＴ等を活用した居宅サービス事業
所等の業務効率化」、「業務効率化に向けた手引きを策定」への参加により、寄与を図る。 
また、本ＷＧにおいて「「介護のシゴト魅力向上懇談会」の介護事業所における文書量の半減」につ
いてベンダー意見を取りまとめた内容を厚労省老健局振興課に提言予定。（平成２９年前半） 
介護現場のＩＣＴ活用に関する問題点を洗い出し、業務効率化に向けた提言を厚生労働省へ積
極的におこない、業界の標準化の推進を図る。また在宅医療と介護の連携について業界標準のインタ
フェースの策定にも尽力する。 

１．厚生労働省との連携 

 
平成２８年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「在宅医療と介護の連携のための情報システ
ムの共通基盤の構築に向けた規格の策定に関する調査研究事業」への参画により、同事業の内容を
鑑みながらのＪＡＨＩＳ技術文書「在宅医療と介護間の情報連携におけるデータ項目仕様書」の介
護事業書間のケースを拡大推進。 
主に、介護事業者間の標準化を重点項目とする。 
  → 平成３０年度にＪＡＨＩＳ技術文書策定へ取り組む予定（厚労省との連携必須） 

２．多職種連携ＷＧへの参画 

9 
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今後の活動指針について（２／２） 

３．介護事業者連携への取組み 

「在宅医療と介護間の情報連
携におけるデータ項目仕様
書」をインプット資料とする。 

インターフェース 
定義数の確定 

介護事業者間への 
検討シーンの拡大 

要インターフェースの検討 

３．標準化への具体的な取り組み 

介護事業者間の 
情報連携における 
データ項目仕様書 

各インターフェース項目の 
確定 

平成３０年度成果物予定 

●検討シーン（予定） 
 ・居宅支援事業者 
  ⇔介護サービス事業所  
 ・介護事業者間連携 

厚労省「老人保健健康増進
等事業」の動向 
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平成28年度 
（2016） 

平成29年度 
（2017） 

平成30年度 
（2018） 

平成31年度 
（2019） 

■国の主なイベント 

■介護事業者間におけ
る連携内容のインター
フェース仕様書 
■ＪＡＨＩＳ内技術
文書化 

■厚生労働省 
 老健局への働きかけ 
 情報公開 
■連携開始予定 
 （平成31年以降） 

インタフェース公開予定 

9月 

3月 

1月 

11 

今後のスケジュール（ＪＡＨＩＳ想定案） 

12月 

☆介護保険平成30年度改正 
 （第7期事業計画） 
 
  医療等ＩＤの一部運用開始 
  （オンライン資格確認等） 

☆介護サービスの生産性向上 
  ☆老人保健健康増進等事業 
   「在宅医療と介護の連携のための情報システ 
   ムの共通基盤の構築に向けた規格の策定に 
   関する調査研究事業」 

3月 ☆介護のシゴト魅力向上 
（介護事業所における文書両の 
 半減検討）に関してベンダー意見 
 の提言を実施予定 
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平成29年7月から始まる番号制度の情報連携開始に向け、リーダー・サブリーダー企業を中心に、厚労省・国保中央
会に対して①データ標準に関する調整、②情報連携に関する運用検討、③特定個人情報保護評価に関する支援を
実施し、これらの情報をメール等で会員に情報共有を行った。また、同じくリーダー・サブリーダー企業を中心に広域連合
側標準システムの情報連携対応の先行評価を支援するなど、これらの活動によって情報連携の稼動準備に貢献した。 

４．後期高齢者医療制度への取組み 

番号制度対応に関する活動 

１．活動概要 

その他法改正に関する活動 

元被扶養者の軽減特例措置の縮小・廃止に関する高確法改正、株式等の譲渡所得等の分離課税制度の変更等
に関する地方税法改正等について、市町村側支援システムに関する影響分析支援を、リーダー・サブリーダー企業を中
心に、厚労省・国保中央会に対して実施し、システム仕様整理や国の事業予算策定等に貢献した。また、これらの情
報や事務連絡の共有、システム仕様の調整に関する予備調査を、メール等で会員に対して実施した。 

１．活動概要 

番号制度の情報連携に関するデータ標準の改版等に関して、リーダー・サブリーダー企業を中心に、厚労省・国保中央
会に対して①データ標準に関する調整、②情報連携に関する運用検討に関する支援を引き続き実施し、これらの情
報をメール等で会員に情報共有を行う。 

２．今後の取り組み 

12 
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自
立
支
援
法
（整
備
法
案
） 

障
害
者
総
合
支
援
法 

障
害
者
総
合
支
援
法
・改
正 

障
害
者
総
合
支
援
法
・報
酬
改
定 

平成25年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成24年4月 

平成30年4月
までに段階的
に法改正が 
発生!! 

（平成30年
以降も続く可
能性あり） 

現在はこの法改正の動向について 
情報収集中 

５．障害者総合支援法改正への取組み 

13 

平成25年4月1日より「障害者総合支援法」が施行 

障
害
者
総
合
支
援
法 

・
見
直
し 

平成30年4月 
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５．障害者総合支援法改正への取組み 

14 

平成２８年１２月２８日 審査事務事務研究会報告書が掲載されました！ 

平成２８年５月２５日に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法
の一部を改正する法律」が成立したことを受け、国民健康保険中央会に「障害者総合支援法等審査事務研
究会」を設置、平成２８年５月より１２月にかけて計６回にわたり障害福祉サービス等の給付費等に係る審査
支払事務の効果的・効率的な実施に向けた対応について議論が行われました。結果、報告書として取りまと
められ、下記URLに掲載されております 
 
https://www.kokuho.or.jp/concern/concern_care.html 
＊障害者総合支援法等審査事務研究会報告書 
 「障害福祉サービス等の給付費等にかかる審査支払事務の効果的、効率的な実施について 
  ～国保連合会への審査機能の追加に向けて～」（全体版・概要版） 
 
 
 
１．背景及び審査支払事務の現状と課題について 
２．新たな審査支払事務について 
３．対応スケジュール及び今後の検討課題について 
４．参考 

記載事項（概要書） 審査支払事務について５つの論点に
整理し、検討を実施 
＊事業者の請求にかかる事項 
＊国保連合会の一次審査等にかかる事項 
＊市町村等の審査事務にかかる事項 
＊審査用資料にかかる事項 
＊台帳整備にかかる事項 

https://www.kokuho.or.jp/concern/concern_care.html
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５．障害者総合支援法改正への取組み ～審査事務事務研究会報告書～ 

審査支払事務の実施は平成３０年度を起点として「３段階」で実現 

新たな審査支払事務について 
①国保連合会において一次審査（機械的審査）を行い、市町村等では一次審査結果資料を基に二次審査を実施。 
 一次審査の前に実施する点検を「事前点検」とし、仮点検をこの事前点検に位置づける。 
②新たな審査支払事務において、障害福祉サービス等にかかる給付費等の審査をより効果的・効率的に実施で 
 きるようにするため、以下の５つのポイントで対応を行う 

第一段階 第二段階 第三段階 
1 請求時の機能強化 

○ ○ 

2 一次審査等の実施 ○ 
［エラーへの移行］ 

○ 
［エラーへの移行］ 

○ 
［査定の導入］ 

3 一次審査結果資料等の 
作成 

○ 
［一次審査結果資料］ 
［マニュアル初版］ 

○ 
［マニュアル改版］ 

4 台帳情報整備の改善 ○ 
［台帳整備の前倒し］ 
［マニュアル初版］ 

○ 
［台帳情報等参照機能］ 

［マニュアル改版］ 

5 自治体職員等への研修 
○ 
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平成28年6月3日（障発0603第1号）における事務連絡にて障害者総合支援法
及び児童福祉法一部改正案の施行について発出されました。  

１．障害者の望む地域生活の支援 
(1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な

地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援助） 
(2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する（就労

定着支援） 
(3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする 
(4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉

サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当
該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける 

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 
(1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する 
(2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を

拡大する 
(3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努め

るものとする 
(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するも

のとする 
次頁へ 

1. 改正概要 

５．ご参考：障害者総合支援法・見直しに関する事項 

16 
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３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 
(1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする 
(2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るた

め、所要の規定を整備する 

1. 改正概要 

平成30年４月１日（２.(3)については公布の日） 

2. 施行期日 

平成30年4月については、大規模改正になることが確定的になりました。平成29年7月
には番号制度の情報連携も始まるため、平成29年度中の作業については、関係団体との
調整が必須となります。システム開発、現場作業等混乱をきたさないよう計画立案が 
大事です 

５．ご参考：障害者総合支援法・見直しに関する事項 

17 
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平成28年3月8日 障害保健福祉関係主管課長会議資料より転載 

市町村システムへの 
影響ありと 

予測される案件 
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厚生労働省  

JAHIS 代表  

・総合支援法の見直し改正の論点の説明 
・当会議で決定した内容を全国へ情報展開 
 （事務連絡で発出） 
・全体統括マネジメント作業 

法改正の概要説明・全体統括 

マネジメント 

支援 

・事務処理コンサルタント担当 
・市町村システム担当 
・都道府県システム担当 
・事業所システム担当 
  各2名ずつ 合計8名選出 

各システムの標準化の支援 

 主催者：国保中央会 

国保中央会  

・全国の国保連合会支援 
・支払等システム 
・報酬マスタ関連 
・請求簡易入力  等 

国保連合会システム担当 

障害者総合支援給付支払等処理システム検討委員会 
（略称：障害者システム検討委員会） 
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 制度施行時より、リーダー・サブリーダーの２名にて、内閣府への提言、情報収集活動を行ってきた。
平成28年4月に内閣府側の担当者の変更があり、同担当に対してあらためてJAHISの活動内容の紹
介と制度の円滑な運用のために、情報交換・提言活動の申し入れを行った。 
 また、平成29年7月から開始される子育てワンストップの準備に向け内閣官房 社会保障改革担当
室に対して、JAHISの活用による情報共有について申し入れを行った。 

内閣府への提言活動・情報収集 

１．活動概要 

 平成29年度は、幼児教育無償化の拡充、子育てワンストップの運用開始が見込まれている。また、
児童扶養手当についても支給回数の変更が検討されるなど、少子化を背景とした制度改正が本格化
している。こうした制度改正への提言活動を継続して行う。 

２．今後の取り組み 

６．子ども子育て支援施策への取り組み 

31 
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☞施行から2年経過。今後は幼児教育無償化の拡大など、制度の拡充
や子育てワンストップ対応などへシフトしていく。 

32 

１．幼児教育の無償化に向けた取り組みの段階的推進 

市町村民税非課税世帯第２子の無償化 

◆市町村民税非課税世帯の第２子の保護者負担を無償にする。 
＜保護者負担額＞ 
第２子 H28：年額18,000円   →    ０円（▲18,000円） 

市町村民税所得割課税額77,100円以下世帯の保護者負担軽減 

◆ひとり親世帯などの保護者負担の軽減措置をさらに拡充する。 
＜保護者負担額＞ 
第１子 H28：年額91,000円   →    年額36,000円（▲24,000円） 
 
◆その他の世帯の保護者負担を以下のとおり軽減する。 
＜保護者負担額＞ 
第１子 H28：年額192,800円   →    年額168,800円（▲24,000円） 
第２子 H28：年額  97,000円   →    年額 85,000円（▲12,000円） 

32 
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２．子育てワンストップサービスへの対応 

マイナポータルにおける子育てワンストップサービスの推進 

◆国民にマイナンバーカードの利便性を実感できるよう、「マイナポータルによる子育てワンストッ
プサービス」として「児童手当」「保育」「母子保健」「ひとり親支援」の手続きについて、平成29年7
月から全地方公共団体において、子育てワンストップサービスを導入し、積極的に運用していける
よう、必要な環境整備及び一斉スタート後の進捗管理、サポートが行われる。 

33 
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 「国保制度の事務処理に係るシステム関係実務研究会」について、平成２６年１１月からオブザーバーとしてリー
ダー・サブリーダーの３名にて対応していたが、平成２７年５月に関連法案の成立を受けて「国保保険者標準事務
処理システム検討会」となった後も引き続き対応し、システムベンダーとして専門的立場での提言活動を行った。 
会議は非公開であったが、厚労省・国保中央会と調整し、公開資料をもとにＪＡＨＩＳ向けの説明会を開催し、メ
ンバー限定の情報共有を行った。また、厚労省（国保中央会）が市町村向けサポートサイトに公開している情報をメ
ンバーにML（メーリングリスト）を通じて広報し、情報入手を公開と同時に実施できるように対応した。 

システム検討会における検討や提言活動 

１．活動概要 

７．国民健康保険都道府県化への取組み 

厚生労働省  

国保中央会  
WGメンバ WGリーダー 

・サブリーダー  

JAHIS 

・全国説明会の出席者調整 
・ＪＡＨＩＳ向け研修会の開催調整 

参加募集 

参加申込 

サポートサイトに公開された更新情報を 
ＷＧメンバに随時共有 

情報公開 

情報公開 
情報展開 

国保都道府県化に関して、都道
府県・市区町村に情報提供する
サイト 
（ベンダーは直接参照不可） 

サポートサイト 

34 
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 平成２８年度当初に、納付金算定システム、情報集約システムの機能要件や市町村国保システムとのインタフェー
スが定まり、公開されている。厚生労働省、国民健康保険中央会と連携を図りながら情報収集をおこない、IT開発ベ
ンダの立場から積極的な提言（事前整合）をおこなう。 
また、納付金算定システムにおいては、簡易版への市町村との情報連携が平成２８年度から開始しているため、厚生
労働省、国保中央会と連携を図りながら共通諸課題解決に向けての協力をおこなう。 

２．今後の取り組み 

厚生労働省  

JAHIS 

・制度設計 
・市町村・都道府県との各種調整 

国保中央会  
・標準システム開発 
・全国の国保連合会支援 
 

・ＩＴ開発ベンダの立場からの提言 
・共通諸課題解決に向けた協力 

35 
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７．国民健康保険都道府県化への取組み（参考資料） 

36 

制度見直しの背景 

 国民健康保険は、元々は被用者保険の加入対象とならない自営業者とその家族を主たる対象としていた医療保険
制度ですが、昨今の経済情勢・就業形態の多様化・高齢化の進展など環境の変化により、非正規労働者や年金生活
者等の無職者が７割を占める状況となっています。その結果、国民健康保険は「政管健保及び組合健保の加入者と
比べて平均年齢が高く、所得水準が低い」と言え、他の医療保険制度に比べ、財政基盤の脆弱さが、問題視されていま
した。 

 これらの問題点を解消するための財政基盤強化の一環として平成30年度から、都道府県が財政運営の
責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営について中心的な役割を担うことと
し制度の安定化を図ることとなりました。これが国保都道府県化の背景になります。 
 
具体的な都道府県と市町村の役割は次のとおりとなります。 

（都道府県） 
 県内の統一的な国保の運営方針を定め、市町村ごとの分賦金決定及び標準保険料率等の設定、  
 保険給付に要する費用の支払い、市町村の事務の効率化・広域化等の促進を実施します。 

（市町村） 
 地域住民と直接顔の見える関係の中、保険料の徴収、資格管理・保険給付の決定、保健事業など、 

 地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。 
 
後期高齢者医療制度における広域連合と市町村との関係をイメージしていただければ、わかりやすいと思います。 
（実際には制度としては異なります）。 
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７．国民健康保険都道府県化への取組み（参考資料） 

37 

運営の在り方の見直しについて 

「厚労省：第５回 国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議資料（平成２７年２月２７日）より抜粋 
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７．国民健康保険都道府県化への取組み（参考資料） 

38 「国保中央会：国保保険者標準事務処理システムに係る全国説明会資料（平成２７年１１月２７日）より抜粋」 

制度運営のシステム全体イメージ 
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７．国民健康保険都道府県化への取組み（参考資料） 
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制度運営のシステムについて 

【制度を運営するためのシステム】 
 制度を運営するためのシステムは次の３つになります。 
 （都道府県用システム） 
 ①国保情報集約システム 
 ②国保事業費納付金等算定標準システム 
 （市町村用システム） 
 ③国保システム（「市町村事務処理標準システム」または「既設国保システム」） 

【システム概要】 
 ①国保情報集約システム 
  県域（広域）で医療保険行政を実施するために、県域内の被保険者の資格情報や保険料納付情報や給付情報  
  を連携するための情報集約基盤であり、都道府県に設置されます。 
 ②国保事業費納付金等算定標準システム 
  市町村ごとの分賦金決定及び標準保険料率等の設定するために、算定（シミュレート）などを実施するシステムで 
  あり、都道府県に設置されます。 
 ③国保システム 
  現在、市町村にて実施している国民健康保険システム同様、資格管理、保険料計算、給付管理を実施します 
  （これまでの国民健康保険システムと大くくりな部分としては同じ）。またあわせて①、②と情報連携（資格情報、 
  保険料納付情報、給付情報など）を実施します。 

  この際、利用するシステムは、国（国保中央会）にて開発し、利用希望した市町村に配布する 
  「市町村事務処理標準システム」（③-1）と、既設国保システムを改修して対応（③-2）する 
  ２パターンとなります。 
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７．国民健康保険都道府県化への取組み（参考資料） 

40 「国保中央会：国保保険者標準事務処理システムに係る全国説明会資料（平成２７年１１月２７日）より抜粋」 

保険者事務処理標準開発スケジュールについて 



 ⓒ JAHIS 2017 41 
「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」報告書より転載 

医療保険のオンライン資格確認の仕組み（イメージ） 

本人 
①カードを提示 

②本人の確認（カードの写真と照合等） 
③ICチップから電子証明書を読取り 
④資格情報の要求 

個人番号カード 

保険医療機関（約17万7千） 
保険薬局（約5万7千） 
 

⑦資格情報の確認・記録 
資格情報 

⑥電子証明書に対応 
 する資格情報を 
 引当て・応答 

○ 公的個人認証の仕組みを活用して、保険医療機関等は、個人番号カードから電子証明書
を読み取り、資格確認サービスを運用する社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央
会に資格情報の照会・確認を行う。 

医療保険者 
 協会けんぽ 
 健保組合(1431) 
 国保(1716)、国保組合（163） 
 後期広域連合(47) 等 

（例）レセプト請求 
の専用回線 

電子証明書 
電子証明書 

   
    

電子証明書 

資格情報 マイナンバー 

電子証明書 

資格情報 

資格確認サービス 
【支払基金・国保中央会が共同で運営】 

機関別符号 

公的個人認証サービス 
（地方公共団体システム機構） 

機関別符号 
⑤電子証明書に対応する 
 機関別符号を照会・回答 

マイナンバー 

保険者の委託を受けて、 
マイナンバーと１対１で 
対応させて資格履歴を管理 

※ 外来受診（延べ日数） 年間約20億件 

※個人番号カードの中に、
資格情報や医療情報は入
れない 
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 地方公共団体システム機構（J‐LIS） 

マイナンバー 住民票コード 

マイナンバー 
支払基金の 
機関別符号 個人情報 

社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会 

健保組合 

マイナンバー 
個人情報 

被保険者証記号番号 

被保険者証記号番号 
協会けんぽ 

マイナンバー 
個人情報 

被保険者証記号番号 
国保組合 

マイナンバー 
個人情報 

被保険者証記号番号 
後期広域 

マイナンバー 
個人情報 

被保険者証記号番号 

… … … 

医療保険 

既存のネットワーク 

情報提供ネットワークシステム 
情報の照会に対し提供を許可し、符号同士を紐づけ 

年金機構の 
機関別符号 

厚労省の 
機関別符号 

符号 符号 符号 自治体の 
機関別符号 

マイナンバー 

個人情報 

年金 

マイナンバー 

個人情報 

地方税・福祉・ 
生活保護・国保・ 
介護保険等 

マイナンバー 

個人情報 

労災・雇用保険 

… 
自治体の 
機関別符号 

年金機構の 
機関別符号 

厚労省の 
機関別符号 

個人ごとの医療保険の加入
履歴の管理・提供 
（支払基金の「符号」と被保
険者番号を１対１で管理） 

医療保険者の符号の取得
、資格情報等を集約化 
（保険者との間は既存ネット
ワークを活用） 

マイナンバーのインフラを活用した医療等分野の識別子（ＩＤ）の体系のイメージ 

電子証明書 

国保連 

マイナンバー 
資格情報 

被保険者証記号番号 

… 

電子証明書 

支払基金の 
機関別符号 

本人 

ICチップから電子証明書を
読取り、資格情報を請求 

個人番号カード 

保険医療機関（約17万7千） 
保険薬局（約5万7千） 
 

レセプト請求 
の専用回線 

   
    

支払基金・国保中央会 
（支払基金47支部、国保連） 

資格情報 

電子証明書に対応する資格情報を提供 

医療等分野の識別子（ＩＤ） 

電子証明書 

電子証明書    
    

個人番号カード 公的個人認証サービスを活用 
⇒ 個人番号カードの電子証明書と「支払
基金の機関別符号」を１対１で対応 

資格情報 
電子証明書 被保険者証記号番号１ 

被保険者証記号番号2 

被保険者証記号番号3 

医療保険の加入履歴と機関別符号を 
１対１で対応させて管理 

オンライン資格確認の仕組みを活用し
て、医療保険分野で一意的に本人を識
別できる識別子（ＩＤ）を、保険医療
機関・保険薬局に提供すれば、情報連
携や研究分野で活用できる 

保険医療機関等でのオンライン資格確認 

医療等分野の情報連携 

健康・医療の研究分野 

※機関別符号の取得は支払基金が行う 

※国保の資格情報は国保連で共有・管理 

（公的個人認証サービス） 

Aさんの 
加入履歴情報 

支払基金の 
機関別符号 

１対１で対応 

「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」報告書より転載 
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平成３０年度に大規模な制度改正が控えています・・・ 

 
さらにその先に２０２５年問題（平成３７年）があり、 
持続可能な社会保障制度の確立は急務となっています。 

 
抜本的な制度設計の見直しや 

自治体クラウドの推進や標準システム化の構想も 
着々と進められています。 

 
引き続き、この分野の動向に注視をお願いします !! 



健康で豊かな国民生活を保健医療福祉情報システムが支えます 

 ⓒ JAHIS 2017 

ご清聴ありがとうございました 
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